
亀山市教育委員会障がい者活躍推進計画 

機関名 亀山市教育委員会 

任命権者 亀山市教育委員会教育長 

計画期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

亀山市教育委員会

における障がい者

雇用に関する課題 

〇令和６年度現在、法定雇用率は達成している。しかし、今後も法

定雇用率の見直しによる引き上げや急な退職等で法定雇用率を

下回ることがあるため、積極的かつ継続的な採用活動を実施する

ものの、その定着には課題がある。 

〇引き続き、障がいのある職員が働き続けることができる環境整備

に努めるとともに、定期的な面談等を行うことで職場環境に必要

な配慮を把握し、障がいのある職員が活躍できる職場を目指す必

要がある。 

目標 

① 採用に関する

目標 

【実雇用率】（各年６月１日時点） 

（各年度）法第３７条第２項における対象障がい者を対象とし、 

      当該年６月１日時点の法定雇用率以上 

（評価方法）毎年の任免状況通報により把握・進捗管理。 

② 定着に関する

目標 

不本意な離職を極力生じさせない 

具体的には、正規職員は、１年未満の離職者をなし 

      非常勤職員は、６ヶ月未満の離職者をなし 

（評価方法）毎年の任免状況通報時に前年度採用者の定着状況を 

把握・進捗管理。 

取組内容 

１障がい者の活躍を推進する体制整備 

（１）組織面 〇障害者雇用推進者として教育総務課長を選任する。 

〇選任要件を満たす職員から障害者職業生活相談員を選任する。 

（２）人材面 〇異動等のために、新たに障害者職業生活相談員に選任される予定

がある者は、障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる。 

２障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

 〇障がいのある職員の特性・能力等を把握し、配属する部署とのマ

ッチングが行えるように関係部署と連携する。 

３障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）職務環境 〇障がい者からの要望を踏まえ、わかりやすい作業マニュアルの作

成、作業手順の簡素化を必要に応じて検討する。 

〇障がいのある職員に対して面談を行い、必要な配慮等を把握し、



継続的に必要な措置を講じる。 

（２）募集・採用 〇特定の障がいのある人を排除する等、障がいの特性によって不適

切な取扱いは行わない。 

４その他 〇「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等

に関する法律」に基づき作成する障害者就労施設等からの物品等

の調達方針に沿って、障がいのある人の活躍の場の拡大を推進す

る。 

 


